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森町告示第31号 

森町補助金等交付規則（昭和42年森町規則第３号）第22条の規定に基づき、森  

町ジャンボタニシ捕獲器購入費補助金交付要綱を次のように定める。 

 令和７年３月28日 

 

森町長  太  田  康  雄   

 

森町ジャンボタニシ捕獲器購入費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 町長は、水稲栽培におけるジャンボタニシ（スクミリンゴガイをいう。以

下同じ。）による食害を防止し、その生息域拡大を防ぐため、町内農業者の行う

被害防止を目的とした捕獲の取組に要する経費に対し、予算の範囲内において、

補助金を交付するものとし、その交付に関しては、森町補助金等交付規則(昭和42

年森町規則第３号)及びこの要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、「ジャンボタニシ捕獲器」とは、ジャンボタニシを捕

獲することを目的とし、町長がその効果があると認めたものをいう。 

（交付対象者） 

第３条 補助金の交付の対象者となる者は、次の各号のいずれにも該当する者と

する。 

（１） 第５条の規定により補助金の交付の申請をした日において、町内で水

稲作付を行っているもの 

（２） 今後も継続して町内で農業経営を行う意思を有するもの 

（補助の対象及び補助率） 

第４条 補助の対象及び補助率は、別表に定めるとおりとする。 

（交付の申請） 

第５条 交付申請の提出書類、申請回数及び提出期限は、次の各号に掲げるとお

りとする。 

(１) 補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、森

町ジャンボタニシ捕獲器購入費補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げ

る書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

ア 設置する水田の位置図 
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イ 設置水田一覧表（様式第２号） 

ウ 事業に要する経費の額を確認できる書類（見積書の写し等） 

エ その他町長が必要と認める書類 

（２） 申請回数は、同一の申請者につき１年度当たり１回限りとする。 

（３） 提出期限は、町長が別に定める日までとする。 

（交付の決定） 

第６条 町長は、前条に基づき交付の申請が提出されたときは速やかに内容を審査

し、適当と認められるときは申請者に対して森町ジャンボタニシ捕獲器購入費補

助金交付決定通知書（様式第３号）により通知するものとする。 

 （変更の承認申請等） 

第７条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」と

いう。）が第５条の規定による申請の内容を変更しようとするときは、森町ジャ

ンボタニシ捕獲器購入費補助金変更承認申請書（様式第４号）に、町長が必要と

認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の申請書の提出があった場合はその内容を審査し、適当と認めた

ときはその変更を承認し、交付決定者に対してその旨を森町ジャンボタニシ捕獲

器購入費補助金変更決定通知書（様式第５号）により通知するものとする。 

 （実績報告） 

第８条 交付決定者は、ジャンボタニシ捕獲器を購入した日から起算して 30日を経

過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の翌年度の４月 10日の

いずれか早い日までに、森町ジャンボタニシ捕獲器購入費補助金実績報告書（様

式第６号）に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。 

（１） 事業に支出した経費の額を確認できる書類（領収書の写し等） 

（２） 事業の完了を確認できる全景及び主要部分の写真 

（３） その他町長が必要と認める書類 

（交付の確定） 

第９条 町長は、前条の規定により実績の報告を受けたときはその報告書類を速や

かに確認し、適当と認めたときは補助金の交付を確定し、交付決定者に対して森

町ジャンボタニシ捕獲器購入費補助金交付確定通知書（様式第７号。以下「交付

確定通知書」という。）により通知するものとする。 

（請求の手続） 
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第10条 前条の規定により補助金の交付の確定を受けた者が補助金を請求しようと

するときは、請求書（様式第８号）を町長に提出しなければならない。 

２ 前項の提出期限は、交付確定通知書を受領した日から起算して14日を経過した

日までとする。 

（交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補

助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 

（２） 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、不適当と認められる事実があったとき。 

２ 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは当該取消し

を受けた者に対して森町ジャンボタニシ捕獲器購入費補助金交付決定取消通知書

（様式第９号）により通知するものとする。 

３ 町長は、第１項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、

補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期

限を定めてその返還を命ずるものとする。 

（雑則） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

   附 則 

 この告示は、令和７年４月１日から施行する。 
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別表（第４条関係） 

補助の対象 
補助率等 

事業の内容 経費 

ジャンボタニシの水稲への

被害を防ぐことを目的とす

る事業であって、ジャンボ

タニシ捕獲器を購入するも

の 

 

当該事業に要する経費 当該事業に要する経費

の２分の１以内とし、

３万円を限度とする

（100円未満の端数が

ある場合は、切り捨て

るものとする。）。 
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様式第１号（第５条関係） 

森町ジャンボタニシ捕獲器購入費補助金交付申請書 

 

   年   月   日  

 森町長 氏   名 様 

住 所             

氏 名             

電話番号             

 

森町ジャンボタニシ捕獲器購入費補助金交付要綱第５条の規定に基づき、補助金

の交付を受けたいので、関係書類を添えて下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 交付申請           

  金額        円 

（事業経費） （補助率）（補助金に係る消費税仕入控除税額） （補助金額）

      円 × １/２ －              円 ＝     円 

      

２ 添付書類 

 （１） 設置する水田の位置図 

 （２） 設置水田一覧表（様式第２号） 

 （３） 事業に要する経費の額を確認できる書類（見積書の写し等） 
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様式第２号（第５条関係） 

 

設置水田一覧表 

 

設置場所 個数 事業経費（円） 備考 
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様式第３号（第６条関係） 

第  号 

   年   月   日 

 

        様 

森町長 氏   名 印  

 

森町ジャンボタニシ捕獲器購入費補助金交付決定通知書 

 

   年  月  日付けにより交付申請があった森町ジャンボタニシ捕獲器購

入費補助金の交付について、下記のとおり交付決定したので通知します。 

 

 

記 

 

１ 交付決定額                 円 

２ 交付の条件 

森町補助金等交付規則及び森町ジャンボタニシ捕獲器購入費補助金交付要綱を 

遵守すること。 
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様式第４号（第７条関係） 

 

森町ジャンボタニシ捕獲器購入費補助金変更承認申請書 

 

年   月   日  

森町長 氏   名 様 

                住  所    

                     氏  名         

                     電話番号         

 

年  月  日付け  第 号により補助金の交付の決定を受けた森町ジ

ャンボタニシ捕獲器購入費補助事業の計画を下記のとおり変更したいので、承認され

るよう関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 計画変更の理由 

 

２ 変更の内容 

設置場所  

設 置 数  

 

３ 補助金の交付変更額 

（１） 交 付 決 定 額       円 

 （２） 交付変更申請額       円 

 （３） 差 引 増 減 額       円 

 

４ 交付変更申請額の算定方法 

金額        円 

（事業経費） （補助率）（補助金に係る消費税仕入控除税額） （補助金額）

      円 × １/２ －              円 ＝     円 
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様式第５号（第７条関係） 

 

森町ジャンボタニシ捕獲器購入費補助金変更決定通知書 

 

第  号 

       年   月   日 

 

        様 

 

                        森町長 氏   名 印 

 

年  月  日付けで申請のあった森町ジャンボタニシ捕獲器購入費補助

の計画変更について、下記のとおり承認したので、森町ジャンボタニシ捕獲器購入

費補助金交付要綱第７条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 変更に係る補助事業の内容は、  年  月  日付け変更承認申請書記載の

とおりとする。 

 

２ 変更に係る補助金の額は、次のとおりとする。 

（１） 前回までの交付決定額       円 

 （２） 今 回 変 更 増 減 額       円 

 （３） 変 更 交 付 決 定 額       円 
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様式第６号（第８条関係） 

 

森町ジャンボタニシ捕獲器購入費補助金実績報告書 

 

   年   月   日  

 

 森町長 氏   名 様 

住 所             

氏 名             

電話番号             

 

    年  月  日付け  第   号により補助金の交付の決定を受けた

森町ジャンボタニシ捕獲器購入費補助事業について、下記のとおり事業が完了し

たので、関係書類を添えて報告します。 

 

記 

 

１ 完了の年月日    年   月   日 

 

２ 事業の内容 

設置場所 個数 事業経費（円） 備考 
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様式第７号（第９条関係） 

 

 第  号 

   年   月   日 

  

氏   名  様 

森町長 氏   名 印 

 

森町ジャンボタニシ捕獲器購入費補助金交付確定通知書 

 

年  月  日付けで実績報告のあった森町ジャンボタニシ捕獲器購入費補助

金について、審査の結果、下記のとおり交付を確定したので通知します。 

 

記 

 

１ 交付決定額          円 

２ 交付確定額          円 
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様式第８号（第10条関係） 

請 求 書 

 

金         円 

ただし、  年  月  日付け  第   号により交付の確定を受けた森町

ジャンボタニシ捕獲器購入費補助事業の補助金として、上記のとおり請求します。 

 

    年   月   日  

 

 森町長 氏   名 様 

 

住 所             

氏 名           ○印 

電話番号             

 

 

フリガナ 

口座名義人 

 

 

 

 

 

 

口座振込先金融機関名 

 

支 店 名 

 

口 座 種 別 

 

口 座 番 号 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

    

     支店 
 
 

 

 

普通 

 

当座 
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様式第９号（第11条関係） 

 

森町ジャンボタニシ捕獲器購入費補助金交付決定取消通知書 

 

第      号 

       年  月  日 

 

        様 

 

                        森町長 氏    名 印 

 

年 月 日付け  第  号で決定した森町ジャンボタニシ捕獲器購入費

補助金の交付について、下記の理由により交付決定を取り消したので、森町ジャン

ボタニシ捕獲器購入費補助金交付要綱第11条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

取消しの理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


